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議会運営委員会会議録 

 

平成３０年２月１９日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時２２分閉議（実時間８２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．３月定例会の運営について 

 （１）付議案件 

 （２）市長追加提出予定案件 

 （３）会期の決定 

 （４）その他 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）会派控室の件 

 （２）海外行政視察凍結解除の件 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  村 川 清 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務部長       水 本 和 博 君 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 議会事務局長     東 坂   宰 君 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまから議会

運営委員会を開会いたします。 

                              

◎３月定例会の運営について 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、まず、

１、３月定例会の運営についてを議題とし、

（１）付議案件の（イ）市長提出案件５３件に

ついて説明を求めます。 

○総務部長（水本和博君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

それでは、３月定例会の提出予定議案について

御説明申し上げます。座って説明をさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○総務部長（水本和博君） まず、今定例会の

開会日の提出予定議案でございますが、お手元

の一覧表にございますように、全部で５３件で

ございます。その内訳は、予算議案が１８件、

事件議案が８件、条例議案が２７件となってお

ります。 

 まず、予算議案の１８件につきまして、岩本

財務部長より御説明をいたします。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部、岩本でございます。座りまして説明を

させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○財務部長（岩本博文君） それでは、予算議

案の１８件でございますが、そのうち議案第１

号から第４号までの４件が平成２９年度の補正
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予算、議案第５号から第１８号までの１４件が

新年度、平成３０年度の当初予算でございま

す。 

 議案第１号の一般会計補正額は、６億９８５

０万円、約７億円でございまして、主な内容

は、まず、熊本地震関連事業として、１２月の

補正予算での計上と関連いたしますもので、く

まモンを活用いたしましたくまナンステーショ

ンやくまナンストリートファニチャーなどを整

備する熊本地震復興観光拠点整備等推進事業で

１８５０万円。 

 次に、国・県の補助金を活用しまして、低コ

スト耐候性ハウスなどを導入する農業生産総合

対策事業１億７８８３万７０００円、泉コミュ

ニティセンターの改修に要する経費５３０２万

５０００円。 

 そのほか、地方バス路線維持の補助金２億２

９０万９０００円や過年度の国・県支出金等の

精算に伴う超過交付分の返還金などでございま

す。 

 また、議案第２号から第４号までの補正予算

は、国民健康保険、介護保険及び簡易水道事業

の特別会計でございまして、その補正予算額の

合計は６５５４万円。内容は過年度の負担金等

の実績確定による調整などでございます。 

 次に、議案第５号から第１８号までの平成３

０年度の当初予算１４件でございますが、一般

会計の予算額は５６８億２０６０万円で、前年

度に比べまして、８９億３５９０万円、１３.

６％の減でございます。減額の主な要因としま

しては、衛生費における環境センター建設事業

によるものなどでございます。 

 また、国民健康保険や後期高齢者医療などの

特別会計１０事業につきましては、その予算額

の合計は３４７億４８２万２０００円、約３４

７億円でございます。 

 また、水道、病院、下水道事業の企業会計３

事業の予算額合計は８０億９９３０万５０００

円、約８１億円でございます。 

 また、一般会計、特別会計、企業会計の平成

３０年度当初予算の総額は９９６億２４７２万

７０００円、約９９６億２０００万円でござい

まして、前年度に比べ１１３億３４３８万５０

００円、１０.２％の減となっております。 

 以上、予算議案の説明とさせていただきま

す。 

○総務部長（水本和博君） 続きまして、事件

議案８件でございますが、まず、議案第１９号

は、専決処分した平成２９年度八代市一般会計

の補正予算について議会に報告し、その承認を

求めるものでございます。 

 これは、１月３０日専決分で、補正予算額は

３５０万円でございます。内容は、熊本県の熊

本地震復興基金交付金を活用し、土砂災害特別

警戒区域、いわゆるレッドゾーン内に居住され

ている方が、熊本地震により住宅に被害を受け

られ、再建が必要となった場合、住宅の移転や

建てかえに要する費用の一部を補助するもので

ございまして、既に移転が完了されている２軒

の方に対し、早期再建と負担軽減を図るために

専決処分を行ったものでございます。 

 次に、議案第２０号・八代市総合計画基本構

想を定めることについては、新たな基本構想に

ついて、規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 次に、議案第２１号・財産の貸付けについて

は、旧宮地東小学校の土地及び建物を減額して

貸し付けることについて、議決を求めるもので

ございます。 

 次に、議案第２２号・八代市の特定の事務を

取り扱わせる郵便局の指定については、戸籍な

どの交付事務を取り扱わせる郵便局としまし

て、新たに本年４月１日からの指定を行うため

のものでございます。 

 次に、議案第２３号・指定管理者の指定につ

いては、八代市坂本地域福祉センターなど８施
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設についての指定管理者を指定するものでござ

います。 

 次に、議案第２４号・契約の変更について

は、八代市環境センター施設整備運営事業建設

工事の変更契約について、変更額が２０００万

円以上となりますことから、議会の議決を求め

るものです。 

 次に、議案第２５号・八代生活環境事務組合

規約の一部変更については、八代生活環境事務

組合における事務の内容、会計管理者の任命な

どに関する事項の規約変更に当たり、議会の議

決を求めるものです。 

 次に、議案第２６号・氷川町及び八代市中学

校組合規約の全部変更については、会計管理者

の任命に関する規約を変更するに当たり、議会

の議決を求めるものです。 

 次からは条例議案となります。 

 まず、議案第２７号・八代市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正については、政令の改

正に伴い、消防団員の公務による死亡、負傷な

どでの損害補償の補償基礎額について、所要の

改正を行うものです。 

 次に、議案第２８号・八代市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正について

は、国に準じまして、病気休暇のうち、結核性

疾患の特例的な取り扱いを廃止するものでござ

います。 

 次に、議案第２９号・八代市議会議員の議員

報酬等に関する条例の一部改正について及び議

案第３０号・八代市長等の給与に関する条例の

一部改正については、議員報酬並びに市長、副

市長、教育長、常勤の監査委員の給料の額を改

定するものでございます。 

 次に、議案第３１号・八代市一般職の職員の

給与に関する条例等の一部改正については、人

事評価の結果の勤勉手当への反映及び給料表の

改定に伴います激変緩和措置の期間延長に当た

り、所要の改正を行うものです。 

 次に、議案第３２号・八代市職員退職手当支

給条例等の一部改正については、職員の退職手

当の支給水準引き下げに当たり、所要の改正を

行うものです。 

 次に、議案第３３号・八代市報酬及び費用弁

償条例の一部改正については、新たに設置いた

します人権特別相談員の報酬額を定めるもので

す。 

 次に、議案第３４号・八代市環境センター条

例の制定については、八代市環境センターの供

用開始に伴い、センターの設置及び管理に関す

る条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第３５号・八代市建築基準条例の

一部改正については、建築基準法の改正に伴い

まして、本市において指定する対象区域につい

て所要の改正を行うものです。 

 議案第３６号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に関する条例の一部

改正については、建築基準法及び施行令の改正

に伴いまして、引用条項の整理を行うもので

す。 

 次に、議案第３７号・八代市下水道事業の設

置等に関する条例の一部改正については、下水

道事業の業務に関しまして、議会の議決を要す

る損害賠償額変更に当たり、所要の改正を行う

ものです。 

 次に、議案第３８号・八代市介護保険条例の

一部改正については、第７期介護保険事業の計

画期間における第１号被保険者の介護保険料を

定めるものでございます。 

 次に、議案第３９号及び議案第４０号は、政

令の改正に伴いまして、指定地域密着型サービ

スなどの事業の人員、設備、運営などにつきま

して、所要の改正を行うものです。 

 次に、議案第４１号・八代市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定については、指定居宅介護支援事

業における人員及び運営に関する基準について
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所要の条例を制定するものです。 

 次に、議案第４２号・八代市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正については、法律の

改正に伴いまして、引用条項の整理を行うもの

です。 

 次に、議案第４３号・八代市国民健康保険条

例の一部改正については、熊本県国民健康保険

運営方針に基づき、葬祭費の額の変更など所要

の改正を行うものです。 

 次に、議案第４４号・八代市国民健康保険税

条例の一部改正については、国民健康保険税の

税率を改定するものです。 

 次に、議案第４５号・八代市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正については、法の改正

に伴いまして、後期高齢者医療保険料を徴収す

べき被保険者についての所要の改正を行うもの

です。 

 次に、議案第４６号・八代市学校・子ども教

育応援基金条例の制定については、学校教育の

振興に資する事業推進のための基金設置に当た

りまして条例を制定するものです。 

 次に、議案第４７号及び議案第４８号は、公

の施設の現状や取り扱いに即して、使用料の規

定の明確化などを行うものでございます。 

 次に、議案第４９号・八代市広域交流センタ

ーさかもと館条例の一部改正については、イベ

ント交流施設を整備するに当たり、当該施設の

利用料金を定めるものです。 

 次に、議案第５０号・八代市国営八代平野土

地改良事業負担金等徴収条例の制定について

は、国営土地改良事業負担金などの徴収に当た

り、条例を制定するものです。 

 次に、議案第５１号及び議案第５２号は、議

会の議決を要します病院及び水道事業における

損害賠償額を変更するに当たり、所要の改正を

行うものです。 

 最後に、議案第５３号・八代市簡易水道事業

給水条例の一部改正については、簡易水道施設

の改良に伴い、計量給水を開始することについ

て、所要の改正を行うものです。 

 以上が、３月定例会の開会日に提出を予定し

ております議案でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 説明が終わりまし

たが、何か質疑ございませんか。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に

（ロ）先議案件はありませんか。 

○総務部長（水本和博君） 今回、先議案件は

ございません。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に（ハ）請願・

陳情について説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、

（ハ）請願・陳情について説明いたします。申

しわけございませんけれども、この後の説明に

つきましては、着座にて行いますのでよろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 現在までに受

理いたしました請願・陳情は、生活道路の整備

について及び中心市街地アーケード空き店舗利

用についての陳情２件です。本日の配付資料に

も件名及び提出者名を添付しております。 

 なお、委員会への参考送付分といたしまし

て、平成３０年度税制改正に関する提言につい

ての１件がございます。つきましては、関係委

員会へ参考送付させていただきたいと思いま

す。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 説明が終わりまし

たが、何か質疑はございませんか。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に
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（２）市長追加提出案件３件について説明を求

めます。 

○総務部長（水本和博君） それでは、追加提

出予定議案といたしまして、一般質問最終日に

予算議案を２件予定しております。先ほどの一

覧表にございます議案第５４号、５５号でござ

いますが、これは、平成２９年度及び平成３０

年度の補正予算を予定しておりまして、平成２

９年度補正予算につきましては、国の経済対策

に伴うものでございます。また、平成３０年度

補正予算につきましては、現在内容を精査して

いるところでございます。 

 また、定例会最終日の追加提出予定議案とい

たしまして、人事議案１件でございます。これ

は、北岡博教育長が本年３月末日で任期が終了

しますことから、後任の教育長の任命につきま

して、議会の承認をお願いする議案でございま

す。 

 以上が追加提出予定の議案３件でございま

す。以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 説明が終わりまし

たが、何か質疑ございませんか。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に（３）会期の

決定について協議いたします。 

 まず、招集日について報告を求めます。 

○総務部長（水本和博君） 招集日についてで

ございますが、２月２６日月曜日午前１０時か

らお願いしたいと思います。どうそよろしくお

願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、会期に

ついてお諮りいたします。 

 会期日程についてはいかがいたしましょう

か。（｢委員長腹案でよろしいでしょうか」と

呼ぶ者あり） 

 よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、委員長

腹案を事務局に配付いたさせます。 

（資料配付） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 百田委員よろしいですか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、念のた

め、事務局より説明いたさせます。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 私のほうか

ら、３月定例会の日程、委員長腹案のほうを御

説明申し上げます。 

 ２月２６日月曜日１０時から３月定例会は開

会となります。 

 翌２７日火曜日、午前１０時、質疑・一般質

問の締め切りとなります。 

 しばらく休会が続きまして、翌週の３月５日

月曜日から木曜日まで質疑・一般質問、９日金

曜日がその予備日となります。 

 次、３月の１２日月曜日から委員会となりま

す。まず、月曜日の１０時、新庁舎建設促進特

別委員会、１３日火曜日１０時、建設環境委員

会、１４日水曜日１０時から文教福祉委員会、

１５日木曜日１０時から経済企業委員会、１６

日金曜日１０時から総務委員会となります。 

 そして、しばらく休会が続きまして、２３日

の金曜日１０時、討論、採決となります。 

 議運及び全協の日程については、下段の表の

とおりでございますが、開会当日は、９時半の

全員協議会のほか、本会議終了後にもう一度全

員協議会が開催される予定となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 御意見などありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） ２６日開会日の全協の

本会議終了後の２回目の全協ということで、い

つもにない全協の予定が組んであるみたいなん

ですが、この内容は何を考えてあるんですか。 
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○委員長（成松由紀夫君） 私が、今、伺って

いるところでは、執行部のほうから報告事項が

あると。それは環境センターにかかわることに

ついての御報告をしたいというお話であります

が、そのほか事務局で何か詳細がわかれば。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今、委員長か

ら報告がございましたけれども、詳細につきま

しては、今度、環境センター関係の部分で、氷

川町さんとの関連ですね、同文議決等々を今後

進めなければなりませんので、その辺について

の説明をいたしたいということで、執行部のほ

うから伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、局長からお話

しがあったように、環境センター、特に生活環

境にかかわってくるような同文議決であります

とか、そういったことの類いの詳細についての

御報告だと思われますが、何かございますか。

（｢結構です」と呼ぶ者あり）よろしいです

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、お諮り

いたします。 

 ３月定例会の会期は２月２６日から３月２３

日までの２６日間とすることに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（４）その他について何かございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ以上で、

３月定例会の運営についてを終了します。 

 執行部は退席をお願いします。 

（執行部 退席） 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（成松由紀夫君） 次に２、議長の諮

問に関する事項の（１）会派控室の件を議題と

し、事務局の報告を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 会派控室に関

しましては、前回の本委員会において説明いた

しましたとおり、改修は終了いたしまして、テ

ーブル、椅子、机の搬入も完了しております。 

 残っておりますのは、ロッカーの搬入と設置

及び自民党控室のカーテンの設置、公明党控室

の内線電話の設置でございますが、近日中には

終了する予定です。本委員会の終了後にでも見

ていただければというふうに思っております。 

 なお、今回会派控室を設けるに当たりまして

は、鏡支所、地域振興課のほか、執行部にもで

すね、皆さんにも大変な御協力をいただきまし

た。本委員会の皆様初め、議員の皆様方からも

ですね、感謝の意を伝えていただければ幸甚で

ございます。 

 また、本日の配付資料の中に、鏡支所２階

用、鏡支所３階用の議会専用ＷｉＦｉ接続の御

案内というＡ４のペーパーがございますが、ご

らんいただきたいと思います。今回の会派控室

の整備に関しまして、ＷｉＦｉによるインター

ネット利用の環境整備をいたしましたので、こ

のペーパーの記載事項を参考に御活用いただけ

ればというふうに思っております。 

 報告は以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの説明に

ついて、質問等ございませんか。ございません

か。ＷｉＦｉ接続等々についてもありますれ

ば。よろしいですね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、（２）海外

行政視察凍結解除の件を議題といたします。 

 本件につきましては、これまで、５回にわた

って協議を重ね、前回は自民３会派から提案さ

れた海外行政視察派遣研修取扱要領（案）の内



 

－7－ 

容精査や、市民意向調査などの意見が出されて

おりました。予算も伴う事案であることから、

前回の会議において一定の結論を出すはずでし

たが、慎重かつ丁寧に進めたいとの思いで再度

持ち帰っていただいておりました。その後の協

議結果をお知らせいただければと思います。 

 その後の協議結果――。 

○委員（橋本幸一君） 自民党会派３会派を代

表いたしまして申しますが、もう３月定例会間

近でございまして、この件につきましては、私

たち、ある程度具体的な内容も出しております

ので、その方向で御決定いただければというこ

とで、皆さんの意思統一がなされております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、自民３会派を

代表され橋本団長からの発言でございました

が、未来の山本代表、持ち帰りの件で。 

○委員（山本幸廣君） 今、委員長から御指名

いただきました。無所属の未来の山本です。 

 うちの会派として、きょうの議運に向けての

話し合いをいたしました。その結果、先日マス

コミで報道がされた議員報酬、そしてまた、市

長等の報酬等の答申が出たということで、そこ

らあたりについての意見が出てですね、私ども

で議論をいたしました。 

 その結果、代表としても、橋本自民党代表の

ほうからも提案があって説明がありましたの

で、目的、内容等についてはある程度理解をす

るということで、未来としては、そういうよう

な考え方の中で進んできたわけでありますけど

も、なかなか今回の問題も含めて一致ができな

かったということで、当分、見送り、凍結見送

りと、解除の見送りというふうな状況に結論が

至ったということで、今の時点ではそういう結

果になったということを御報告をさせていただ

きたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 一定の理解はする

ものの、当分の間見送りという結論ということ

でよろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 答申が出たけん。 

○委員長（成松由紀夫君） 答申。報酬のです

か。 

○委員（山本幸廣君） 報酬の答申が出たけ

ん。 

○委員長（成松由紀夫君） 当分見送りという

ことで。 

○委員（亀田英雄君） 協議をしてきました。 

 反対に変わりはございません。絶対反対とい

う委員もいます。地震の復興は道半ばであると

いうことは皆さんの共通認識だというふうに思

います。そんな中でですね、このことが凍結に

至った経緯から、凍結解除できるような状態に

は至っていないというふうに考えます。 

 もう少し慎重に扱う、市民の意見を聞いてい

ただきたいと。市民におもねるという話ではな

いんですが、市民と共通理解のもとで、そし

て、そんなことをするんだよと、議会は考えて

いますよというアナウンスをした中で市民に理

解をいただくという作業をして、議員定数の話

のときも、自治協議会だったですかね、そちら

のほうに意見を伺いに行ったと。同等に扱うべ

き事項ではないですかというような話です。そ

こでゴーサインが出ればみんなでやりましょう

よという話です。ぜひ、その辺の意見聴取あた

りを実現していただきたいという意見でありま

す。 

 それがかなえばですね、そうでやれば、そこ

は歩み寄るしかないというふうに私は思いま

す。絶対反対という意見が大勢を占めました。 

 最後の部分は、歩み寄るという部分は、それ

はもう私の個人の意見なんですが、それができ

ればちゅうことですね、市民との意見が、コン

センサスがとれれば歩み寄らざるを得ない状況

になるかというのが私の意見なんですが、委員

の大方の意見は絶対反対であります。 
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○委員長（成松由紀夫君） 改革・市民のほう

では大勢が反対と。亀田代表の個人的な意向と

すれば、アンケート調査なり、市民に周知がし

っかりされて、その結果が出れば、そこは歩み

寄る気持ちはあるというような理解でよろしい

ですか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 という意見が出ておりますが、ほかに何かご

ざいませんか。アンケート調査も含めて、今、

御意見が。前回から出ている部分もですけれど

も。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと追加してよか

ですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 追加。関連。 

○委員（亀田英雄君） 委員長がまとめられた

中で、議員定数と同レベルで扱うべき事項では

ないかという話なんです。それだけ敏感な、微

妙な問題、案件ではないかと。そのような中で

凍結に至ったという経緯があるんだというふう

に理解するものですから、あえて挙手して申し

上げました。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 市民アンケートという

声もございましたが、私は、この件については

ですね、市民の皆さんはやっぱり、スタンスと

してはですね、海外視察というのは、議員はイ

コール反対というのが、大方の見方があるんじ

ゃないかなと。ただやっぱり議員として、市民

の負託に応える議員としては、今のこの八代に

おいて何が必要かなということをしたとき、そ

こはある程度やっぱり市民の皆さんに説得する

という、そういうことも必要じゃないかなと思

っております。 

 今、この４月には基隆市との姉妹都市の締結

というのも何かあるようでございますが、非常

に今、東南アジアについて八代の市政と密着に

今、連動していると。そういう中で、議会とし

て何も動かないというのは、非常に私はまた問

題があるんじゃないかなと。そういう点で、市

民に逆に説得しながら、海外視察の必要性って

いうのを私は問うべきじゃないかなという、そ

ういう思いでおります。 

○委員（亀田英雄君） それならば、なお一層

ですね、そういう作業を一枚挟んで市民にアピ

ールして、その正当性というのを周知してから

行うべきだと。そして一緒に八代を盛り上げま

しょうよっていう話が、市民との共通認識を図

った中で進めていったほうがいい。これば強行

したら、なん、議員な、また海外旅行じゃなか

かって言われる、半分な絶対こういう話になっ

とですけん。そうじゃないんだよというアナウ

ンスをしっかりしてからやりましょうよ。それ

ならばなお一層ですね、そんな話になるですた

い。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 橋本代表のほうか

ら、議会としても何ら動きがないんじゃなくて

アプローチをしていくべきで、それを市民の皆

さんに理解を得ていくべきではないか。亀田議

員から、それであるならば、なお、その前段に

市民に理解を得るべきではないかという、鶏か

卵かというようなお話でありますが、ほかに皆

さんの活発な御意見をいただきたいと思いま

す。 

○委員（百田 隆君） 私もこの件につきまし

てはですね、二、三十人に当たってみました。

そして、やはり賛否両論あるわけでございます

が、賛成という人はですね、現地に行ってみん

ばわからんとですよという強い意見がありまし

た。そして、今、はっきり言いまして、農業等

につきましてはですね、グローバル化しとるも

んですから、議員としては、調査権もあるこっ

だし、行ってしっかり調べて、問題点なんかを

把握すべきじゃないかと、そういう意見があり

ましたので、私としてはこれはやっぱりすべき

じゃないかなと思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） 百聞は一見にしか
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ずというお話でございました。ほかに。 

○委員（村川清則君） この間も言いましたよ

うに時機を失すれば、結局は市民の損失になる

ということと、私どもは８月の選挙で市民の負

託を得て構成している議会ですから、この場で

別に市民アンケートとかとらなくてもいいんじ

ゃないかということが一つ。 

 そして、会派で話してまして、あるベテラン

のイグサ農家の方ですけれども、凍結になった

ころですね、中国産のイグサがどんどんやって

きていたと。ＪＡあたりは中国での生産をちょ

っと制限してくれというような形で交渉に行っ

てたと。そういう中で議会は何しよっとかいと

いうような声もたくさん聞いたそうです、その

ベテランの議員さんは。ベテランのイグサ農家

の議員さんといえば約１名しかおんならんとで

すが、そういうこともありますんで、もうそろ

そろ結論を出してもいいんじゃないかなという

ような気持ではいます。 

○委員長（成松由紀夫君） 副委員長から、時

機を逸してはなかなかいけないのではないかと

いう、より具体的なお話と、アンケートについ

ては、喫緊の民意であるこの委員会で議員さん

方で決めるべきではないかというような御意見

でございました。 

 ほかに。 

○委員（村山俊臣君） 国、国政のほうの方た

ちも海外に視察に行かれるのはもちろんですけ

れども、今、県議の方たちもやはり海外視察な

どに行って、先進地などの視察をされているわ

けですけれども、八代市に至っては、各種団体

等もやはり海外視察等に行かれて、いろんな知

識を得て帰ってこられて、悪く言えば、何で市

議会は、議員さんたちは、海外のそぎゃんよか

ところに行かんとかい、勉強してこんとかいっ

ていう声も少なからず上がってはおります。 

 ですので、私は凍結解除をするべきだと思っ

ております。そして、もっともっとやはり私た

ちも勉強して、それを八代の市民の皆様に還元

していくことがとても大事だと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） しっかり知識を

得、八代のためにというような内容でございま

すが。 

 ほかに。 

○委員（山本幸廣君） 先ほどの補足も含めて

ですけども、まずは、凍結になった当時のこと

を思い出せば、なぜ凍結になったのかという理

由はたくさんあるわけですね。今回についても

凍結を解除する、これについてもいろいろなや

っぱり意見があるということでありますので、

委員長がしっかりした中で、５回まで、いろん

な委員の意見を聞きながら市民の声というのを

反映してほしいという。 

 そういう中で５回の委員会の中で、議長の諮

問の中でですね、この問題を今議論している最

中なんですけども、私がうちの会派で話した中

ではですね、やはり、前向きに検討してほしい

という意見を私が述べた中で、それは絶対にだ

めだという人もおられます。そういう中で、会

派でもいろいろと議論をする中でですね、一人

は反対、一人は賛成、一人はまだまだ時期尚早

かなという。それをまとめていく中で、やはり

市民の意見を聞いた中で、個人的な見解という

のはある程度避けてほしいという中で、今回に

ついてはまとめてきた中でですね、最終的に

は、答申というのが、今回の報酬等の審議会で

の答申が出ましたので、それについてはちょっ

と、選挙は終わったばってんが、また給料上が

っとげなばいと、きのうのお祝い、その席のお

祝いでも厳しく言われまして、何でこんな言わ

るっとかなと思ってですね。それはうちの身内

のやつが言うたもんですから、あるところの料

亭で口げんかまでしたんですけども。 

 そういうことの中で、私の個人的な見解も、
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委員長ですね。八代は今本当に、観光云々は、

これは大事だと思います。ただ、八代はです

ね、一次産業は労働力不足なんですよ。今、人

口が、ある程度八代の人口が減らないっていう

のは外国人雇用ですよ。農業実習生がどんどん

ふえてるんですね。こういうことを考えれば大

事なことなんです、これは。実習生の今の八代

の一次産業の位置づけというのは。いかに農業

所得の向上に貢献しとるかと。 

 となれば、やはりアジア、中国から南のアジ

ア系というのは、アジアの国というのはです

ね、ほとんど今、フィリピンからベトナムか

ら、ミャンマーから、インドネシアから、いろ

んなところから実習生をですね、どんどん入れ

ておりますが、これが、今回の法改正で大変厳

しくなります。入ってこない状況に陥るという

ことで。 

 それから、介護の福祉の問題。これについて

も物すごく人手不足なんですよ。介護士の不

足、（聴取不能）するところの不足で、将来、

介護施設がパンクするだろう、倒産するだろう

とこの前言われておるけど、これも厳しい資格

のクリアでもって介護の実習生を。そういうと

ころの視察等についてもですね、海外の今回の

凍結の問題じゃなくしてから、やはりそういう

ところの先進地というのをですね、現場に行っ

て、そういう問題をですね、情報というのをキ

ャッチしながら、自分たちが住んでいる今の一

次産業、二次産業の中でですよ、大事なことは

何なのかということをですね、考えるならば、

私は個人的には前向きに検討せないかんという

考え方です。この問題を含めてですよ。 

 それプラス、今回についてはやはり答申が余

りにも早く出たもんですから、これについては

一つのブレーキをかけないかんだろうと。市民

感情が高いということで、少し先延ばししてい

ただけんかなというのが、私の会派としての、

未来の会派としての考えです。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに。谷川議

員、ございませんか。 

○委員（谷川 登君） いろいろ、第６回とい

うことでいろんな議題を、意見を聞きながらき

たわけですけれども、いきさつから、ちょっと

内容的に１００％わかりませんけれども、いろ

いろ話の中で、やはり今、村山議員が言ったよ

うにですね、できれば、いろんな面で視察をさ

せて勉強したいというのが本音でございますの

で、どうかその解除ということでお願いしたい

というふうな考えを持っております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 今の村山委員、谷

川議員と山本議員の話っちゅうのは、非常にリ

ンクするのかなというふうに思います。自民党

さんから出てきている中でも、先ほど副委員長

から出たように、旅行のイメージ云々ではなく

て、労働力不足、第一次産業の問題、それと介

護力の問題、いろんなものがある中で、だから

こそ早目に情報をキャッチし、現地を見ながら

というような意向がかなり強い。そこは、未来

の皆さん方とも一致しているんではないかな

と。そしてまた、新人の議員さん方もそういっ

たところをいち早くやっていかなければならな

い。で、橋本代表の話も最終的には、そこは、

市議会は何をしているんだというような話もあ

るというような現状のお話もございます。 

 実質６回、この協議をしております中で、丁

寧に丁寧に話を、議論を進めてまいったわけで

ありますが、お互いの話がどうしても歩み寄れ

ないような部分が、協議がですね、調わないと

いうような見込みがありますので――。 

○委員（亀田英雄君） 協議が調わないという

今状況という委員長の発言中だったんですが―

―。（｢発言中です」と呼ぶ者あり）済みませ

ん。 

 私が、最終場面での私の意見なんですがとい

う話ばちょっと、つけ加えて話ばしたっです
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が、そのようなことが整えばそこはやぶさかで

はないということもつけ加えましたので、あえ

て申し上げた次第です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

 で、亀田議員が言われた市民アンケート、そ

れでの結果を見て民意がというような気持ちも

わからないではないところもあります。議員定

数と同等な扱いをしてくれというようなことで

はございますが、私の見解からしますと、議員

定数の問題とこの海外視察凍結の問題は、この

海外視察の問題というのは完全に政策問題であ

りまして、今、非常に港を中心に、今、山本先

生も言われたような第一次産業、それから介護

の問題、そして実際ですね、民間の方々が既に

ベトナム、ミャンマー、いろいろなところを回

ってですね、実際に見てこられた方々、経済団

体の方々からもるる指摘がある中で、市議会は

なかなかその辺の情報収集も遅いんではないか

というような指摘も私にもいただいておるよう

な現状もございます。 

 そういった中でですね、この議会運営委員会

は前委員会と違いまして、全会一致、これを何

とか原則に踏襲して運営していきたいという思

いで、６回持ち帰ってきたわけでございます

が、協議が相調う見込みがありません。そして

また、今回、３月議会、当初予算が出てきて、

予算の関係の事情もございます。議長、副議長

から諮問もいただいている中で、一定の結論を

図っていきたいと思いますので、その中でです

ね、もう一つ皆さん方に、また御意見があれ

ば、もう一つ承りたいと思います。 

 そこがまた、前回、自民党の海外視察派遣取

扱要領案というのが出てきた中の意見まで踏み

込んだ御意見をいただいておりました。建設的

な御意見を、未来さんのほうからもですね、海

外行政視察については、渡航先は限定すべきで

はない、複数回にするべきであるというような

非常に発展的な御意見もございましたので、そ

の取り扱い要領の中身についても御議論を賜っ

た上で、一定の結論をきょうは出していきたい

と思いますので、御理解のほどよろしくお願い

申し上げ、議論を進めていただきたいと思いま

す。 

 何かございませんか。（｢前回の資料をくれ

んか、事務局」と呼ぶ者あり） 

 案ですか。（｢うん」と呼ぶ者あり） 

 それでは、取扱要領、前回の自民党案を配付

いたさせます。 

（資料配付） 

○委員（橋本幸一君） もう補足はよかっだ

ろ。 

○委員長（成松由紀夫君） 補足があればよろ

しいですよ。 

○委員（橋本幸一君） 今先ほど委員長が限定

すべきじゃないという、そういう御意見もあっ

たということで、恐らく私が前回――。 

○委員長（成松由紀夫君） その前に、委員長

から説明します。 

 この間、橋本議員が入院されている折の議運

の開催の中でこの案をお示ししたときに、未来

のほうからですね、渡航先を限定すべきではな

いというのが３条にありまして、東・東南アジ

アに限定するというところ、それと、第４条の

任期中、１議員１回というのも、これは複数回

での対応もするべきである。それとですね、あ

と、当選回数も含めてという御意見、この三つ

が上がっておりました。 

 ですので、前回のその御意見を踏まえて、も

しも自民党さんで、前回は古嶋代表のほうから

東・東南アジアに特化したところの軽い説明は

ございましたが、そういったところの御意見が

あったということを説明しておきます。それと

百田議員のほうからも、渡航先につきては限定

すべきではないというのがございました。 

 それを受けて、また自民党さんから補足説明

があればと思います。何か。 
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○委員（橋本幸一君） これで十分と思います

が、先ほど山本委員のほうから貴重な提言があ

ったんですが、やはり現地の状況っていうの

は、確かに私も必要かと思っております。 

 先ほどの香港フェア、それから台湾フェアの

中で、経験された人が言うのには、やはりやっ

ぱり現地でいろんな販売促進をしながら声を聞

くということは非常にためになる。やっぱりそ

の辺は確実に申されておるし、議会としてもぜ

ひ地域の声を、それから地域の雰囲気をしっか

り勉強していただきたいという、これはもう直

接私も伺っておりますし、先ほど山本議員が言

われたように、確かにさきの人件費、議員報酬

の答申が出たのは私たちも急でびっくりしてい

るわけですが、やはり、それはそれ、これはこ

れとですね、市民の皆さんに説明しながら、私

は、政策と、それから答申というのは、ある程

度しっかりそこは市民の皆さんに丁寧に説明し

ながら、今回のこの海外視察というのも伝えて

いくべきと、私はそう思っております。先ほど

申しましたとおりでございます。 

 そしてやっぱり、今、最低限この２０万円と

いうのはどうしても東から東南アジア方面に限

られるということで、それらも含めて最低限の

やっぱり費用を私たちは計上して、今回のこの

海外視察の提案をさせていただいておるという

ことも御理解願いたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 今、橋本委員からも発

言があったんですが、答申とは別というのは、

このような問題があるからこそ慎重に審議せな

いかんという。それが議員だと思うんですよ

ね。直接議員に対して報酬等についてですね、

審議会で、下げるのはいいんですけど、上げる

という状況で、市民の血税っていうのがです

ね、つきまとってされくもんですから。今まで

にはですね、議員定数が削減しなかったときに

は、私たちは報酬を上げてほしいと。それは、

ある程度、審議会委員の方々になぜ上げないの

かと言った経緯もあるんですよ。今回について

は、当時の、選挙が終わった後、早速このよう

なですね、３月定例会で答申が出ましたので、

本当にびっくりして、先日も口げんかまでいく

ような状況でですね。こういうのが問題があっ

て、当分やっぱし凍結というか、少し見送りし

たほうがいいんじゃなかろうかなということで

私個人も考えた中でのですね、会派での今の方

向です。 

 前段に言いましたように、その問題等もあ

り、目的もあるし、視察の内容等の第２条に

も、この問題はもう少し、１、２ぐらい加えて

ほしいという、そういう議論もしたいという考

えを持っておりますので、そこら辺について

は、委員長が今取りまとめの中で苦慮なされて

おりますけども、前向きにというのは、絶対こ

れはやっぱり議員はですね、後退してはいけな

いんです。前向きにやっぱし検討してほしいと

いえば説得しますよ。説得をする中でやっぱり

いろんな議論をしてですね、たまにはやっぱし

口げんかもするし、それに乗ってこない方々っ

ていうのは……。 

 自民党さんみたいなところは、縦割りといっ

ちょん変わらんけんでからいいんですけども、

うちあたりは縦割っても横割ってもなかなか難

しいところの会派だもんですから、そういうと

ころも御理解をしていただて、当分、先延ばし

をしてほしいという、そういう気持ちで言っと

るわけですからね。全面的反対っていう方もお

られますよですね、反対、反対て言うてから、

がんから寄せつけとらっさん。それをどうやっ

て説得して、市民の方々に、だけん後援会もひ

とつ聞いてくれんですかという、会派の事情と

いうのを御理解いただきながらですね。代表と

してはそういう姿勢です、はい。だから、委員

長もそこらあたりひとつ考えて結論を出してほ

しいなという思いでいっぱいです。 

○委員（橋本幸一君） 横一で言ってますか
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ら、そこはあの。 

○委員長（成松由紀夫君） 自民党は横一とい

うことですね。 

 今、山本委員からお話がありました部分ちゅ

うのは、私も副委員長とも非常にですね、前委

員会のような強引な議会運営はやりたくありま

せんので、委員長案を示すわけでもなく、ただ

粛々と皆さんの御意見に耳を傾聴しながら進め

てきておるつもりではございますが、何せ、そ

の判断の中で、もう五、六回持ち帰ってです

ね、これを７回、８回というようなことでもな

いのかなという。 

 先ほどお話がありましたとおり、やはりこれ

は政策案件で、始動から加速というような思い

の首長がおられて、しかも、海外絡みのです

ね、アジア関係――台湾、基隆、香港、今、い

ろいろな晩白柚だ、農産物だ、いろんなフェア

だというところが非常にトップセールスだけが

クローズアップされて、ＳＮＳそしてマスコミ

の報道等ですね、市長のトップセールスだけが

際立っている中で、正副議長とも諮問いただい

ておりますので、そういった点も含めてお話を

させていただいた中に、やはり議会は全く海外

に対しての……。ある方々がおっしゃられたそ

うですが、台湾フェア、香港フェアするとき

に、議会のほうから何らかの力をかしていただ

きたい。そして私が経済企業委員長の立場での

別の顔も持っておりますので、議会の経済企業

としても何らかのバックアップはないのか、議

会としての動きはないのかというような御意見

をいただいているのも事実であります。 

 そして、今、未来、改革・市民の会派の皆さ

ん方が言われる、また海外に行くなら海外旅行

ば議会はすっとかいって、そういう見方もある

んだよという、そういう見方も一部、一方では

あろうかというふうに思いますが、ただ、これ

が政策的に、どちらが建設的で、どちらが前向

きでっていうことを考えてまいりますと、もう

そろそろ一定の形を出して、そして、市民の皆

様から批判をいただくのか、それとも賞賛の声

が多くなるのか、政策として、政策実現が両輪

のごとく進んでいくのかということをしっかり

と踏まえた中で、きょうは皆さん方にそういっ

たことを議論も含めてお願いしているわけでご

ざいますので、まだこれが言い足りないという

ことがなければ、委員長として、これには採決

の方向で一定の結論を出していきたいというふ

うに思っております。御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） ちょっとインフルエン

ザでふけっておりまして、昨日ちょっと出たん

ですが、やっぱり山本委員と同じような話なん

です。あんたどんは給料上ぐっとげななって。

私は知らんだったもんですけんびっくりしまし

た。大変な批判をいただきました。やはり、だ

けんこそ、本当、山本委員も何回もその話ば持

ち出してされるというふうに思っております。 

 やっぱり、今、委員長の発言の最初にちょっ

と遮って言ったのは失礼だったんですが、それ

はそれとしてわかるんですが、やはり、議会は

市民あっての議会ですよ。有権者あっての議会

ですよ。だけん、そこに気持ちを一つ置いて、

意見聴取して６月の補正ですればよかっじゃな

かですか。私はそげん思うとですよ。その手順

ばいっちょ踏めばみんなうまくいくとに、その

手順ばいっちょ踏まんだっただけで何か火の車

のなったっていう話は、これはそれこそ本末転

倒じゃなかですか。みんな高尚な意見を持っと

ってから行くとだということをいかに振りかざ

しても、市民からの意見が、同意が得られない

というのは、そら難しか話ですもん。一つ、ワ

ンクッションここに挟むばっかりで、自分たち

の考えを市民に伝えるだけでそれが（聴取不

能）という話なんですよ。八代市議会（聴取不

能）、八代市（聴取不能）だらと。その議員

の、議会の考えを御理解くださいってアナウン
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スするばっかりの話ですけん。それば何でせん

かという意味が私にはわからない。 

 そして、先ほどちょっとあれだったですが、

この実施要綱の話も、これもうするっちゅう話

ですけん。私たちの会派では――、（｢すると

いうか、案ですね」と呼ぶ者あり）するという

ところの要綱ですけんが、そこはまだしてませ

ん。検討してほしいということだったんです

が、私たちの提案は、意見をして、そっちに行

くちなってからの話ということで、時期尚早で

ないかというような意見でしたので、こちらの

ほうにまだ意見を申してませんでしたので、あ

えて今申し上げた次第です。 

 ちょっと話が多岐にわたったんですが、これ

についてはそのような話です。 

○委員（大倉裕一君） 同じことの繰り返しに

なる部分もあるんですけども、確かに市民の中

に意見が分かれる部分があろうかと思います。

だからこそ、なおさらそこの手前の部分で橋本

委員もおっしゃったように議員が説得をする部

分が必要なんじゃないですかという、その作業

をですね、今回やっていただきたいと、私たち

もやりたいというような思いでいるんですよ

ね。そこをぜひ委員長としても加味していただ

きたいというふうに思います。 

 海外に行って全く成果があらわれるような視

察にはならないっていうことじゃなくて、行け

ば行ったで何かの成果を得てくるものはあろう

と思います。だけど、うちの代表が言ったよう

に、現時点ではまだ災害復興の道半ばというと

ころがありますので、そこの部分とその視察の

部分との整理をうまくつけていくような作業を

もうちょっとやっていただくということも必要

ではなかろうかというふうに思うところです。

それをやった中で、批判にならないような整理

をした中で取り組みを進めていくというところ

をですね、ぜひ、丁寧な進め方というところで

お願いをできればというふうに思っておりま

す。 

○委員（山本幸廣君） 委員長が言われた最後

の言葉で、採決という言葉が出ましたので、そ

れは私は委員長として整理する方法としては、

私はそれはもう理解いたしますよ。 

 そこでですね、先ほどまた委員長が言われた

台湾基隆の問題で発言が出たんですけども、私

もこの問題、基隆市に八代から行かれたフード

関係の業者の方々とも、先日、二、三の方々と

飲む機会がありまして、ところが問題もたくさ

んあると、問題が。まずは売れないということ

ですね。ある一つの業者は物すごく売れたと。

ところが、後の継続性がないということ。とい

うのは、やっぱり予約注文がほとんどないそう

ですよ。ここに物すごく問題があるけんでか

ら、県としてもですね、県にもそういうのを問

題をひとつ提起してほしいと。 

 そういうことになれば、やはり議員としては

たい、そういう視察、そういう一つのやっぱ姉

妹都市を（聴取不能）とる、今、橋本委員が言

われた基隆は姉妹都市を結びたいというような

話が出ましたので、それならばやはり、そらや

っぱ行政も議会もですよ、一緒になってその姉

妹都市の考えがあるならばたい、やっぱ視察を

したり、そしてまた、現地の議員の方が議会と

もですよ。そういう考え方になるのが私は議員

と思うんですよね。ところが今の状況となれ

ば、やっぱし立ちどまるところがあるというの

は、さっき言ったような状況で、なかなかその

判断に難しいというような状況で。 

 委員長が採決をされるならばですね、そらも

う仕方がないんですけども、そういう一つは時

間が欲しいという中で、このことは言っていい

かわかりませんけども、当初予算はこの問題に

ついては予算化しとるとかな、事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） まだ決定がな

されておりませんので、３０年度の当初予算に

は計上いたしておりません。 
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○委員（山本幸廣君） そういうような状況で

あるならば、委員長の進行を妨げることはでき

ませんから、採決をとられれば賛成か反対とい

う形をとらなきゃいけませんので、心の準備は

今からしたいと思いますけども、そこらあたり

については私も会派の代表ですので。委員長も

心の準備にもですね、しっかり時間を、私とし

てはとっていただきたいなという気持ちです。 

○委員長（成松由紀夫君） 今の山本議員の御

意見は、限りなく賛成に近いような御意見の中

で、会派の状況で非常に苦しんでおられるのも

見受けられました。皆さん方それぞれ立場がご

ざいますのは御理解しますが、くれぐれもよろ

しくお願い申し上げます。 

○委員（橋本幸一君） 平成３０年度の解除を

目指して、私は、この際、採決をお願いしたい

と思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、採決と具体的

に意見が出ましたが、ほかにございませんか。

古嶋代表、何かございませんか。 

○委員（古嶋津義君） 今もう橋本代表のほう

から詳しくお話は、自民党案としてお話があり

ましたのであえて申しませんが、今、こうして

海外を見てみますと、大きく今動いているよう

であります。特に、本市にとりましては、港

湾、あるいはフードバレー、それから、クルー

ズ船につきましては、もう中国からの爆買いも

やんだようでありまして、これからは観光事業

にちょっとシフトしていかなければいけないの

かなというふうに思っておりまして、農家の方

々、今、実習生の受け入れで大変苦労されてい

る。その辺のところも少し現地を見ながら、ど

うやればスムーズにいくのか、その辺も視察を

するべきではないかなという思いであります。 

 市民の中には、それは反対の方もおらるっと

思いますが、それはそれとして、私はもう少し

大きな視野で行ってみるべきじゃないかなとい

うふうに思っております。 

 報酬のこともちょっと市民の方と、きのう

か、ちょっとお話ししましたが、八代市はそん

くんにゃかいという話もありました。熊本市は

六十何万もらっとっとだろうがて、政務調査費

は２０万げなだろうが、その中でおなごの議員

さんな何かあら、欲じゃなかっかいという話も

ありました。そういうもっと大きな目で、私は

そういうのはやっていいんじゃないかなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 古嶋代表から多岐

ににわたり大変貴重な御意見が出たところであ

りますが、先ほど、もう１回、委員長、考えて

くれというような御相談、またお話もありまし

た。議員定数のときのような形でというような

こともありますが、私も経験上、あの当時の議

運の中で、議員定数削減、あれにつきましては

ですね、委員会の中で、前友枝議員にですね、

千丁町の方々の非常に強い反発、定数削減をし

てくれるな。合併協議会から、そして合併当時

の町の思いがあるんだというようなことを代弁

させていただいたこともありました。結果的に

ですね、定数削減となりましたけれども、あの

やはり削減については、いまだやはりしこりが

残っているような部分、千丁町は特に強い思い

がまだ根深く、至るところで御意見をいただい

ているような状況がありますが、しかし、一定

の結論をし、２８ということで、あの激戦の戦

いを制してこられた皆様方でありますし、ま

た、そういった中での直近の民意という形です

る中での意見が、やはり何かにつけですね、議

案に対しては、賛否両論、御意見が出るとは理

解いたします。そういった中で、何とか全会一

致を図るべく、正式には６回にわたって協議を

してきたわけでありますが、ここのアンケート

云々というようなことにつきましては、もうこ

れは、私の判断としては、直近の民意である皆

様方の御意見の中で進めてまいりたいというふ
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うに思います。 

○委員（亀田英雄君） そりゃ絶対反対です、

私は。いま一度考えっみらんですか。悪かこと

は絶対言わんとて。たいぎゃ批判あるよ、委員

長。考えみなっせって。３カ月おくるっばっか

じゃなかな。そうすると皆さんでやろいて。そ

っばあって、先ほど委員長の発言を遮ってまで

も言うた話じゃなかですか。前議会のような強

行はしないと言いながら、それ以上の強行採決

じゃなかですか。それがあれば賛成しましょう

やなかかていう言葉も添えての私は話をしたつ

もりなんですよ。そこをお願いしとっとに、ぜ

ひお聞き入れ願いたいと意見を申し上げたいと

いうふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） おっしゃられてる

意味はよくわかりますが、前議会でも我々もそ

の当時ですね、いろいろとお願いをしていった

中ではありましたけれども、その当時の強行な

運営の中では、いろいろな問題、時間稼ぎであ

るとか、持ち帰ってどうのこうのというような

ことでですね、かなり委員長案を含めた中で強

行な流れでやられてこられたことを、我々は同

じ轍を踏みたくない中で、持ち帰りを５回も６

回もと。 

 そして、市民アンケートの部分についてはで

すね、ある意味、もうちょっと時期が早い段階

でその御意見をいただきたかったなという本音

は委員長としてはあります。やはり予算の関係

から考えていけばですね、その御意見が出たの

は、４回目、５回目の話でしたので。そういう

亀田委員の思いがあれば、もうちょっと早い段

階での市民アンケート、意向調査というような

文言が出てきますばですね、またいろいろな対

応もあったのではないかなというふうに考えて

おります。 

○委員（亀田英雄君） そん前、４回目か、前

ですが、１カ月ほど前の話ですけん。１カ月以

上ん前ん話ですよ、そん市民アンケートの話ば

したとは。そんとききちんと取り合っとけば、

そげな話にならんだった。進め方の問題じゃな

かですか。 

 前回の議会で強行だったという話も、議員定

数の話が進まんもんだいけんが、私たちが進め

ようと申し入れしたように、皆さんの意見を丁

寧に聞いて進められたと。持ち帰り持ち帰りて

いうことで自民党さんがこられるけん、全然進

まんだったじゃなかですか。そんな背景は全部

御存じじゃなかですか、皆さん。それだけ慎重

に進めてきたじゃなかですか。前回も。それを

強行にしたっちゅう話じゃなかです。前回、議

員定数の話は、余りに遅過ぎるような丁寧な取

り組みだったと私は思いますよ。 

 今回も市民とのコンセンサスばとりましょう

ていう話なんです。やめようていう話じゃなか

っですけんが。そいば１回挟めばどげんです

か。そうすっと皆さんにやりましょうっていう

話ば、それで話ばすっとですけん。そいば、前

回の議会の強行なやり方という話に置きかえて

出すのが遅かったという話じゃなくて、どうす

ればこのことがうまく進むかという話に重きを

置いて話をするべきだというふうに考えます。 

○委員長（成松由紀夫君） ちょっと待ってく

ださい。その前に今の亀田委員の話に一つだ

け、反論ではありませんが、私の気持ちを言わ

せていただきますと、やはり前議運の進め方と

いうのには非常にやっぱり違和感がありまし

た。それは私は変える気持ちはございません。

その中で、定数削減を進められた議員さん方、

そして新人の皆さん、自民党会派の皆さんで選

挙をした上で、その後の選挙結果が全てを私は

物語っているというふうに思っております。 

 そういった中で、やはり、赤勝て、白勝てと

いうことではないように、私なりに丁寧には進

めた気持ちでございますので、そういったこと

も含めてですね、当時の論争とその後の選挙結

果も踏まえまして、私なりに進めてまいりたい
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というふうに思います。（｢異議なし」と呼ぶ

者あり） 

○委員（山本幸廣君） 委員長の考え方、亀田

委員の考え方もそれぞれだと思うんですが、当

時を振り返れば、その議員定数の削減の問題に

ついての理由は何だったのかということをです

ね、もう１回振り返ってほしいんですね。選挙

の結果は、やはり私は、公正な中でですね、当

選された方々の力というのは偉大なものがあっ

たと。負けた、落選したっていうのは、それな

りのやっぱし落選の理由があったと思うんです

ね。ですから、２８に定数を変えた中で、私

は、自民党さんが多数の当選を得たというの

は、これは逆転の発想の中で考えれば定数削減

したのが功を奏したなという。これは、私のや

っぱ長年の経験の中でですね、そういうふうに

理解をさせていただきたいと思います。 

 まず、３点ぐらいの問題があるというのは、

これはみんなで共通認識を持っていただければ

なと思います。まずは、八代の人口がどれだけ

減少するのか、それだけ八代の経済がどれだけ

豊かなのか、市民の方々が、どういう今の経済

状況に置かれとるのか。そしてまた、いろんな

所得がどれだけ上がってるのかということを考

えた中で、市民の立場に立った中での議会、そ

してまた議員という中で、いろんな問題等をで

すね、議論しながら、やはり最終的には答えを

出していって、市民のためになるような議会を

つくっていかないといけない。 

 成松委員長が常に言っておられるように、や

はり市民の声はというのは、やっぱしそれはも

う委員長としては、それだけの新委員長として

のですね、采配というのは、私は振るってほし

いと思います。前の委員長が云々というんじゃ

なくてですね、私はやっぱし成松委員長のその

考え方をですね。その中で、どういう、誰が判

断、よし悪しを判断するかということは、やは

り、マスコミなり市民なり、そしてまた、いろ

んな考え方を持っておられる方々の判断がです

ね、いかにそこらあたりの問題について判断し

ていただける。それがよしか悪しかってなるも

んですから、悪うならないようにですね、今回

委員長は５回も６回も持ち帰りをさせていただ

いたと。そういうふうに私は認識をしておりま

すので。 

 その中で、やはり私たちは会派で、議員、そ

して市民の方々の意見を聞けば、時期尚早であ

るなというのが私の考えでありますけれども、

いろんな問題があってそういう言葉が出ておる

わけですよ。それは、私は同じですよ、委員

長。はよ、しなっせ、採決しなっせって。賛成

か反対ですけんでからって。今、委員長がすれ

ば私も賛成しがたいわけですけんでから、そう

なってくるわけですよね。 

 だから、これはもうやっぱし、委員長が絶対

いつかは結論出さないかんと、その思いという

のは私は政治家としていいんじゃないですか。

どこで、そこでベルが鳴るまでですね、鳴る寸

前に考えることがあれば考えて。私たちも一緒

ですよ。そういう中で、じゃあ、先ほど私が言

ったように、一般会計の今回の予算に計上して

ないとなればですね、どうしても６月以降にな

るわけですけども、そこらあたりを委員長が考

えていただくか、それとも、もう強行で採決す

っと言わるっとなら、それは私は委員長の裁量

権ですから、やってほしいと思います。 

○委員（橋本幸一君） 私も先ほど委員長が言

うようにですね、これはあくまで政策という枠

の中で、議員の判断で私はすべきと思います。

これは、やっぱり市民アンケートをやったら、

恐らくこれはもう先ほどあるように、賛成、反

対あるのは当然です。前回のこれはもう、定数

削減っていうのは、やっぱり市民の声が議員の

数によってどれだけ反映できるかという、非常

にやっぱり市民に密着した重要な案件であった

から、あれはアンケートをとるべきであって。
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そしてまた、あのとき第三者委員会の話もあり

ましたが、あれは却下されたんです。重要な案

件だったけど。しかし、それはやっぱり同じ轍

はやっぱり踏んじゃいけないっていう部分もあ

るけど、今回については、これはあくまで政策

案件として、議員の判断上、私は、ここで採決

すべきと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 相調いましたとい

いますか、御意見がですね。３会派の皆さん方

からしますと、旅行に見られるんではないかで

あったり、市民からの反発がある、給料上げた

ばっかりでまた議会が予算を使うんではないか

という、そういうことについて、大丈夫なのか

という亀田議員から大変な御心配もいただいた

わけですが、そういったところはですね、やは

り自分の後援会、支持者の皆さんにはしっかり

説明していくところで何とか対応いただけない

か。そして、自民３会派から出てこられた部分

についてはですね、やはり海外のそういった、

この案を見ますと、東アジア、東南アジアに向

けて、やはり最低限の部分で議会として何か動

きを見せ、また、知識を得、そしてバックアッ

プ体制なり何なりというような、そういった思

いに関連するような御意見が出ておるわけでご

ざいます。 

 そういった中で、私としましては、前回も採

決までいければという強い思いがあったわけで

すが、さらにもう１回持ち帰りたいということ

と、それと山本未来代表のほうからも、この取

扱要領について踏み込んだ建設的な御意見まで

飛び出したところもございましたので、さらに

前回は採決まで踏み込まず、持ち帰っていただ

きました。 

 そういうことで、先ほどからお話が出ており

ます市民アンケートの考え方につきましては、

先ほど述べたとおり、これは、政策案件でござ

いますので、議員定数とはまた重きが違うので

はないかなと。前回の議員定数については、地

元の議員、市民の地元がいなくなる云々、いろ

いろな市民からの反響もございましたので、取

り扱いは私は別なような気がいたします。 

 それでは、意見の一致が見られず、協議が調

う見込みがありませんので――。 

○委員（大倉裕一君） 委員長、ちょっと質問

していいですか、委員長に。 

 今の委員長の言葉の中に政策案件という言葉

があったんですけど、政策案件っていうのはど

ういう意味を示しとっとでしょうか。 

 このことは政策案件でございますのでってい

うことがありましたので、政策案件とは何を示

しているのか、そこを説明いただいていいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。これは要す

るに、管内視察、管外視察と同様に海外視察と

いう一つの調査案件、これは政策の中で判断す

る話であって、議員定数というのは、議員の定

数そのものが変わり、地域の、民意の反映する

地域が変わり、そういった複数の案件に絡んで

くるような問題と、私はこの議員が行う一つの

行動といいますか、動きといいますか、そうい

ったところの話とは別次元ではないかなと。そ

ういった意味でのこれは政策の中での議員の問

題ではないかなというようなことでございま

す。 

○委員（大倉裕一君） ちょっと政策じゃない

なと思って引っかかったもんでお尋ねしまし

た。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、意見の

一致が見られず、協議が調う見込みがありませ

んので、採決にて決定させていただきたいと思

いますが、よろしいですか。（｢異議なし」

「反対」と呼ぶ者あり） 

 お諮りいたします。海外行政視察凍結解除の

件につきましてはこれを解除することとし、一
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部修正された自民３会派提出の海外行政視察派

遣研修取扱要領案のとおり実施することに賛成

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手多数と認め、

そのように決しました。つきましては、来年度

予算において要求するとともに、詳細な取り決

めは議長に委ねることといたします。 

                              

◎その他 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、３、その他

について何かございませんか。（山本幸廣委員

「委員長、関連でよろしいですか」と呼ぶ） 

 山本委員、その前の案件でですか。 

○委員（山本幸廣君） はい、その前の案件

で。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 追加提出予定議案の３

件の中で局長に聞きたいんですけども、第５５

号の平成３０年度八代市一般会計補正予算・第

１号、これについては、今回の補正についての

予算案は今回採決しましたから、今回の海外行

政視察等の予算は関連はしてない。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 現時点ではで

すね、そこにつきましては、私たち議会事務局

からの提出というのはございません。今後、先

ほどの財務部長の話によりますと、第１回目の

補正につきまして、今、精査中ということでし

たので、そこに入れることはどうなのかなとい

うふうに思いますけども、現時点ではですね、

そこの第１回目の補正の中には、うちからは要

求等は当然まだ出していないと。 

○委員（山本幸廣君） 御理解します。これは

憶が憶を呼ばないような状況でですね、私は、

今、理解をしますけども、これがあった、補正

の予算が目に見えたからこそですね、私につい

てはですね、慎重な話をしたんですけども、裏

方がそういう中で裏で合わせとっとならです

ね、何も議論する必要も何もないんですよね。

委員長が言われたように早く解決してほしいと

いうような。補正予算の中でですね。そういう

ことで確認をいたしましたので。 

 委員長、よろしいです。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に、

３、その他について何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上

で、議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時２２分 閉会） 
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